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資料１(19) 新型コロナウイルス感染症対策事業助成について 

 

１ 概要 

学校が、新型コロナウイルス感染症拡大に起因した学生生活や修学環境の変化により、経済

的に困窮した学生に、食に対する支援を実施する際に、日本学生支援機構が取組費用の 1/2 を

助成するとの通知があったことから、今般補正予算要求を行い実施しようとするもの。 

 

２ 助成対象者 

(1) 日本学生支援機構給付奨学金第１区分受給者（自宅通学生…①／自宅外通学生…②） 

(2) 日本学生支援機構給付奨学金第２区分受給者（自宅外通学生…③） 

(3) 日本学生支援機構給付奨学金第３区分受給者（自宅外通学生…④） 

(4) 高校卒業後２年を超えているため、日本学生支援機構給付奨学金受給対象外の非課税世帯

の者（自宅通学生…①） 

 

３ 助成内容 

 

４ 歳出補正予算額 

(4衛 1保 11看 02看護専門学校事業 18負 05その他補助交付金 01学生支援助成金） 

  ① ４万円×３人 ＋ ③ ８万円×２人 ＝ ２８万円 

  ※ ②、④は該当者なし 

 

５ 歳入補正予算額 

(22諸 5雑 5雑 04交付金及び助成金 18新型コロナウイルス対策事業助成金） 

  ２８万円×1/2 ＝１４万円 


